
根拠規定 様式規定

1
　指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１）
  (事務所・作業場内外の写真をご用意ください）

水道法第25条の
２

２ 　誓約書（様式第２）
水道法第25条の
３

3 　給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第３）
水道法第25条の
３

水道法施行
規則第22条

4 　給水装置工事主任技術者免状の写し

　機械器具調書（確認用に機械器具の写真をご用意ください）

　　　以下の機械器具を有することが必要条件です

　　①　管の切断用の機械器具

　　②　管の加工用の機械器具

　　③　接合用の機械器具

　　④　水圧テストポンプ

◎　申請者が法人の場合

　　　定款の写し

　　　登記事項(全部）証明書
　　　　　　(原本・発行日から３か月以内のもの）

◎　申請者が個人の場合

　　　住民票の写し（原本・発行日から３か月以内のもの）
  　　マイナンバー記載なし

指定給水装置工事事業者指定申請書添付書類確認票

水道法施行
規則第１８条

水道法施行
規則第18条

６

水道法施行

規則第18条

秩父広域市町村圏組合　水道局　工務課

番号 確認

５ 水道法第25条の3


